
(2)事務所の所在地

様式１

事業報告書

(自令和５年５月１日至令和６年４月３０日）

１医療法人の概要

（１）名称 医療法人社団研友会

①口財団■社団（口出資持分なし■出資持分あり）

②口社会医療法人口特別医療法人口特定医療法人

口出資額限度法人■その他

③口基金制度採用■基金制度不採用

注）①から③のそれぞれの項目（③は社団のみ｡）について、

該当する欄の□を塗りつぶすこと。（会計年度内に変更があ

った場合は変更後｡）

静岡県静岡市駿河区丸子一丁目４番37号

注）複数の事務所を有する場合は、主たる事務所と従たる事

務所を記載すること。

平成１８年３月１３日

平成18年３月１５日

１０３（

(3)

(4)

(5)

設立認可年月日

設立登記年月日

役員及び評議員

２事業の概要

（１）本来業務（開設する病院、診療所又は介護老人保健施設（医療法第４２条の指定管

理者として管理する病院等を含む｡）の業務）

種
類
施設の名称 施設の医療機関コード

又は介護事業所番号

開設場所 許可病床数

診療所 森福整形外

科

2214210425 静岡県静岡市駿河区丸

子一丁目４番３７号

氏名 備考

理事長 森福研一 森福整形外科管理者

理事 森福真裕美

理事 谷内豊昭

監事 谷内孝子



(2)附帯業務（医療法人が行う医療法第４２条各号に掲げる業務）

種類又は事業名 実施場所 備考

(3)収益業務（社会医療法人又は特別医療法人が行うことができる業務）

種類 実施場所 備考

(4)当該会計年度内に社員総会で議決した事項

令和５年６月１１日第18期の決算の承認

〃 第18期の損失金処理の承認

〃 役員任期満了につき改選の承認

令和６年４月７日第20期の事業計画及び収支予算の承認

〃 第20期の借入金の最高限度額の承認

〃 第20期の役員報酬の最高限度額の承認



千円

千円

千円

様式２

法人名医療法人社団研友会 ■■■

59,037

38,575

20,462

所在地静岡県静岡市駿河区丸子一丁目４番３７号

額
額
額

財産目録
（令和６年４月30日現在）

資
負
純

●
●
●

１
２
３

産

債

資産

土地及び建物について、該当する欄の□を塗りつぶすこと。

土地（口法人所有■賃借口部分的に法人所有（部分的に賃借））

建物（口法人所有■賃借口部分的に法人所有（部分的に賃借））

(蛍付？千円）(内訳）ワミＩ言Wｆ

※医療法人整理番号

区 分 金額

Ａ流動資産

Ｂ固定資産

55,289

３，７４８

Ｃ資産合計（Ａ＋Ｂ） 59.037

Ｄ負債合計 38.575

Ｅ 純資産（Ｃ－Ｄ） 20.462



様式３－２

法人名医療法人社団研友会

r笛』尚Ｐ、二二ｍ，

所在地静岡県静岡市駿河区丸子一丁目４番３７号

貸借対照表
（令和６年４月30日現在）

※医療法人整理番号

資産の部 負債の部

科目 金額 科目 金額
Ｉ流動資産

Ⅱ固定資産

１有形固定資産

２無形固定資産

３その他の資産

5５

３
３

289

748

718

０

3０

Ｉ流動負償

Ⅱ固定負債

２

3６

282

292

負債合計 38.575

純資産の部

科目 金額

Ｉ出資金

Ⅱ積立金

Ⅲ評価・換算差額等

５

１５

000

462

０

純資産合計 20.462

資産合計 59.037 負債・純資産合計 59,037



様式４－２

/日占J古・、エ、，

法人名医療法人社団研友会 ■■
所在地静岡県静岡市駿河区丸子一丁目４番３７号

(自令和５年５月１日至令和６年４月30日）

損益計算書

※医療法人整理番号

科 目 金額

Ｉ事業損益

Ａ本来業務事業損益

１事業収益

２事業費用

本来業務事業損失

Ｂ附帯業務事業損益

１事業収益

２事業費用

附帯業務事業利益

Ⅱ事業外収益

Ⅲ事業外費用

Ⅳ特別利益

Ｖ特別損失

事業損失

経常損失

税引前当期純損失

法人税等

当期純損失

68,790

78,817

1０．０２７

０
０

０
７
０
０

1０，０２

２４

9．７８７

０
０

9.787

7１

9.858



収引条｛牛及び取引条1牛の萩

(2)個人である関係事業者

法人名医療法人社団研友全

様式５

証在地一静岡市駿也

関係事業者との取引の状況に関する報告書

(1)法人である関係事業者

(取引条件及び取引条件の決定方針等）

'－

(注）１種類は法第51条第１項に定める関係事業者のうち該当する関係を記載する。近親者である場合には続柄を記載する。

２該当する取引がなしl場合には該当なしと記載する。（様式の提出は必要）

攻引条１牛及び取引条{牛の決定方箇

(取引条件及び取引条件の決定方針等）

不動産賃貸料800千円／月、当月分を当月振込にて支払い。

賃貸料の設定は積算根拠を作成し､決定している。

医療法人番号

種類 名称 所在地
資産
総額
(千円）

事業内容
関係事業者
との関係

取引の内容
取引
金額
(千円）

科目
末
高
期
残

(千円）

該当なし

種類 氏名 職業
関係事業者
との関係

取引の内容
取引

金額
(千円）

科目
末
高
期
残

(千円）

役員 森福研一 医師 当法人理事長 (4)
賃借料の

支払い
9,600



様式６

医療法人社団研友会

理事長森福研一殿

■

監事監査報告 害

私は、医療法人社団研友会の令和５会計年度(令和５年５月１日から令和６年４月３０日まで）の業
務及び財産の状況等について監査を行いました。その結果につき、以下のとおり報告いたします。

監査の方法の概要

私は、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要
な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な施設において業務及び財産の状況を調査し、事業報告を求

めました。また、事業報告書並びに会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち財産目録、貸借
対照表、損益計算書及び関係事業者との取引の内容に関する報告書の監査を実施しました。

記

監査結果

(1)事業報告書は、法令及び定款（寄附行為）に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めま
す。

(2)会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認め
ます。

(3)計算書類は、法令及び定款（寄附行為）に従い、損益及び財産の状況を正しく示しているものと
認めます。

(4)理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款（寄附行為）に違反する重大な事実は
認められません。

令和６年６月５日

医療法人社団研友今

騨谷詞孝子露


